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年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認近畿地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 1 件

厚生年金関係 1 件



近畿（滋賀）厚生年金 事案 14783 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支社における資格取得日に係る

記録を昭和 45 年 10 月 21 日に、資格喪失日に係る記録を同年 11 月１日に訂正

し、申立期間の標準報酬月額を８万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名  ：  男 

    基礎年金番号  ：   

    生 年 月 日  ：  昭和 15 年生 

    住    所  ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  昭和 45 年 10 月 21 日から同年 11 月１日まで 

  年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務して

いた期間のうち、在籍出向していたＣ組織からＡ社Ｄ本社のＥ業務部に異動

となった際の申立期間の被保険者記録が無いことが分かった。 

 申立期間もＡ社の社員として継続して勤務していたので、申立期間を厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社及びＦ組織(Ｃ組織から事業を承継。同組織は平成 26 年４月１日に廃止

され、事業はＧ機関等に承継。）からそれぞれ提出された人事記録、雇用保険

の記録、元同僚の厚生年金保険加入記録並びに元同僚の陳述から判断すると、

申立人は、申立期間においてＡ社に継続して勤務し（昭和 45 年 10 月 21 日に

Ａ社Ｈ本社から同社Ｂ支社に、同年 11 月１日に同社Ｂ支社から同社Ｄ本社に

異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、前述の人事記録には申立人が申

立期間もＣ組織に出向中であったことが記されていることから判断すると、申

立人のＡ社Ｈ本社における昭和 45 年９月の社会保険事務所（当時）の記録か

ら、８万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について



は、事業主は不明と回答しているが、仮に、事業主から申立人に係る被保険者

資格の取得届が提出された場合には、その後、被保険者資格の喪失届も提出す

る機会があったこととなるが、いずれの機会においても、社会保険事務所が当

該届出を記録しないとは、通常の事務処理では考え難いことから、事業主から

社会保険事務所に申立人に係る資格の得喪の届出は行われておらず、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る昭和 45年 10月の厚生年金保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 




